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人
事
統
計
報
告
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

人
事
統
計
報
告
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
人
事
統
計
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

人
事
統
計
報
告
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　

に
改
正
す
る
。

　
　

人
事
委
員
会
様
式
第
三
号
中
「㊞

」
及
び
「昭

和

」
を
削
り
、
「記

入
報
告
責
任
者
氏
名
印

」
を
「記

　
入
報
告
責
任
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

　
　

人
事
委
員
会
様
式
第
四
号
中
「
昭
和
」
及
び
「
㊞
」
を
削
り
、
「
つ
ぎ
」
を
「
次
」
に
、
「
所
属
課
廨

　

名
」
を
「
所
属
課
か
い
名
」
に
、
「
註
」
を
「
注
」
に
、
「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

　

（
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

　

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

第
二
条
第
二
項
中
「
記
名
押
印
し
て
」
を
「
記
名
し
て
」
に
改
め
る
。

　

（
職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

　

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
十
条
第
二
項
中
「
署
名
押
印
し
て
」
を
「
署
名
し
て
」
に
改
め
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「請

求
人

（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（氏　
名

）
」
に
、
「代

理
人
氏
名　
　
　

　
印

」
を
「代

理
人
氏
名　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
４
中
「署

名
押
印
し

」
を
「記

名
し

」
に

　

改
め
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中
「請

求
人

（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
中

　

「署
名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）
」
に

　

改
め
、
同
様
式
の
注
１
及
び
２
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　
　

第
五
号
様
式
中
「請

求
人

（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
中

　

「署
名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
号
様
式
中
「処

分
者

（氏　
名

）印

」
を
「処

分
者

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
「取

消
し
年
月

　

日

」
を
「取

消
年
月
日

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
七
号
様
式
中
「請

求
人

（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
中

　

「署
名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）
」
に

　

改
め
、
同
様
式
の
注
２
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
九
号
様
式
中
「請

求
人

（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１
及

　

び
２
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
中
「、

委
任
す
る

」
を
「及

び
委
任
す
る

」
に
改
め

　

る
。

　
　

第
十
一
号
様
式
中
「請

求
人

（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１

　

及
び
２
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
規
則
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二

　
　

第
二
十
九
号
様
式
中
「再
審
請
求
人

（氏　
名

）印

」
を
「再

審
請
求
人

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同

　

様
式
の
注
２
中
「署
名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　

（
職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三

　

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「第

４
条

」
を
「第

４
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

　

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　
　

第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則

　

の
一
部
改
正
）

第
七
条　

大
分
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る

　

規
則
（
平
成
二
十
八
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
記
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
を
削
り
、
同
様
式
の
注
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
七
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る

規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
七
項
等
の
規
定
に
よ
る
給

　
　
　
料
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
七
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る

規
則
（
平
成
二
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　
　

第
十
二
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）
」

　

に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
三
号
様
式
中
「処

分
者

（氏　
名

）印

」
を
「処

分
者

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
３

　

中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
四
号
様
式
中
「請

求
人

（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
３

　

中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
五
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）
」

　

に
改
め
、
同
様
式
の
注
３
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
六
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）
」

　

に
改
め
、
同
様
式
の
注
３
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
七
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　
名

）
」

　

に
改
め
、
同
様
式
の
注
３
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
八
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名
）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）
」

　

に
改
め
、
同
様
式
の
注
３
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
九
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印
」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）
」

　

に
改
め
、
同
様
式
の
注
４
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請
求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）
」

　

に
改
め
、
同
様
式
の
注
５
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
一
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
４
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
二
号
様
式
及
び
第
二
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　
　

第
二
十
四
号
様
式
中
「証　

人

（氏　
名

）印

」
を
「証　

人

（氏　
名

）
」
に
、
「署

名
押
印
し

　
た

」
を
「署

名
し
た

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
五
号
様
式
中
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
４
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
六
号
様
式
中
「請
求
人

（処
分
者

）
（氏　

名

）印

」
を
「請

求
人

（処
分
者

）
（氏　

　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
七
号
様
式
中
「請

求
人

（氏　
名

）印

」
を
「請

求
人

（氏　
名

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注

　

２
中
「署

名
押
印
す
る

」
を
「記

名
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
八
号
様
式
中
「再

審
請
求
人

（氏　
名

）印

」
を
「再

審
請
求
人

（氏　
名

）
」
に
、
「代

理

　
人
氏
名　
　
　
　
印

」
を
「代

理
人
氏
名　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
３
中
「署

名
押
印

　

し

」
を
「記

名
し

」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
規
則
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
人
事
委
員
会
告
示

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

　

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
及
び
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「第

２
０
条
第　
　
号

」
を
「第

２
０
条
第
１
項
第　
　
号

」
に
改
め

る
。

　

第
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「第

２
１
条

」
を
「第

２
１
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
号
様
式
、
第
十
九
号
様
式
、
第
二
十
二
号
様
式
及
び
第
二
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
委
規
則
・
人
事
委
告
示
）


